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今年度を振り返って
新年度活動方針
前会長幹事慰労会
ガバナー公式訪問
準法廷休会
各委員会活動方針Ⅰ

総 会 員 数
欠 席 者 数
　 　 　
出 席 率
前回ﾒメーキャップ
前回修正出席率

　　　　　　　 10名　石川,井上,津田,児島,武田,
　　　　　 　内山,清水,廣上,宮岸,山腋各会員

０名　

　６月３０日(火）
　７月　７日(火）
　７月１４日(火）
　７月２１日(火）
　７月２８日(火）
　８月　４日(火）

２６名

61,54%

70,37%

NO3098 第 36 回例会

例 会 案 内 例会案内「6 月～ 7 月」

出 席 報 告

宮澤幹事

担 当 ： 伊 東 会 長

会 長 報 告

６月２３日例会

今年度を振り返って

https://mypage.fukanavi.com/rotary/

前例会幹事報告

伊東由紀夫会長

ス マ イ ル Ｂ Ｏ Ｘ

ＲＩ第 2510 地区第１グループ 深川ロータリークラブ

よいことの
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　　手を取りあおう

FukagawaRotaryClub

　本日は次年度委員会別会議で来年度の活動方針につ
いて協議をしていただきたいと思います。

■薬物乱用防止協議会から総会資料の送付

●木村会長エレクト　次年度宜しくお願いします

大西祥太次年度ガバナー補佐

　次年度ガバナー補佐を拝命いたしました大西で
ございます。また、次年度ガバナー補佐室長には
飛騨パスト会長にご就任いただくこととなりまし
た。ここに改めてご報告申し上げます。
　次年度は、玉井ガバナー年度のテーマ「Unity for 
Good」を継承しつつ、「Creating Lasting Impact」 
をテーマとして活動を進める方針が示されており
ます。玉井ガバナーのコメントによれば、「新しい
メッセージは、今年度の Unity for Good と同じ方
向を向いた連続したメッセージである」とのこと
であり、団結を通じて良い行いを未来に残る価値
へ昇華させることが重要であるとされています。
　次年度の IM は「実施してもしなくてもよい」と
いう方針が示されたことから、留萌クラブ・羽幌
クラブと協議のうえ、「第 1 グループ親睦会」 とし
て開催する方向で調整しております。
　開催予定日は 6 月 13 日（日）、形式は IM に準
じた内容とし、深川クラブが担当いたします。名
称は英語表記で「First Group Social Gathering」と
なりますが、実質的には第 1 グループ親睦会とし
て実施いたします。
　次年度ガバナーは非常に積極的な姿勢で臨まれ
ており、重点項目として以下が示されています。 
会員増強・退会防止・何より「楽しいロータリー
クラブ」であること 
　親睦会についても、会員が楽しく過ごせる場づ
くりを重視してまいります。

木村喜芳会長エレクト

（日）

月   　 日
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■例会日　毎週火曜日

■姉妹クラブ　南海ＲＣ（韓国）

■第２５１０地区第１グループ
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次年度委員会別会議
木村喜芳会長エレクト卓話

●会費納入方法に関する規約改正について 
会費納入方法の見直しについて、会計担当より「会員減少や費用増加に伴い、期中の残高が不
足し、支出に支障が生じる可能性がある」との報告がありました。 
　この状況を受け、2026–27 年度第 1 回クラブ協議会および 2025–26 年度第 12 回理事会に
おいて協議を行い、会費納入方法の改正案を以下のとおり提案することとなりました。 
■ 現行規定 
会費は年額 18 万円 
年 2 回（7 月 1 日・1 月 1 日）に分割納入 
■ 改正案 
会費は年額 18 万円とし、 
① 年 1 回（7 月 1 日）に全額納入   
② 年 2 回（7 月 1 日・1 月 1 日）に分割納入   
のいずれかを選択できるものとする。 
期初に一括納入できる会員には①の方法を推奨し、クラブ財政の安定化を図ることを目的としていま
す。本議案について採決を行った結果、出席会員の賛成多数により承認され、規約改正が認められま
した。
●次年度委員会別会議について 
続いて、次年度の委員会別会議を実施します。座席配置に応じ、以下の 4 グループに分かれて協議を
行っていただきたいと思います。①親睦・職業奉仕 / ②社会奉仕・青少年奉仕 / ③会員増強・財団 /
④国際奉仕で、長谷川例会運営委員長より、活動計画書が早期に完成し配布されました。 
　活動計画書には、各委員会の活動内容および担当例会の日程が記載されています。 
また、クラブ協議会において佐々木次年度例会運営委員長より、例会の “卓話” について、可能であ
れば外部講師や地区委員長・役員などを招き、青少年奉仕・社会奉仕に関係するテーマで卓話を増や
していく方針が示されました。コロナ禍以降減少していた外部卓話を再び充実させ、学びの機会を広
げることを目的としています。 
　各委員会では、招聘したい講師の候補、例会テーマ案、すでに決定している活動内容などについて
意見交換をお願いいたします。 


